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※50音順、敬称略 

略歴 

沖野 眞已 
（おきの まさみ） 

東京大学大学院法学政治学研究科教授 

平成５年 学習院大学法学部助教授、平成１１年から同教授 

平成１８年 一橋大学大学院法学研究科教授、平成２２年１０月から現職。 

民法、信託法、消費者法等を専門に研究。 

現在、法制審議会民法（債権関係）部会幹事、内閣府消費者委員会「消費者契約

法に関する調査作業チーム」メンバーなど。 

北村 純子 
（きたむら じゅんこ） 

弁護士 

平成９年 弁護士登録。 

平成１４年－１５年 内閣府国民生活局消費者企画課。 

現在、日弁連消費者問題対策委員会副委員長、神戸学院大学法科大学院

客員教授、内閣府消費者委員会「消費者契約法に関する調査作業チーム」

メンバーなど。 

佐成 実 
（さなり みのる） 

東京ガス株式会社総務部法務室長（弁護士） 

昭和５８年 東京ガス株式会社入社。 

平成７年 弁護士登録。 

平成１８年 法制審議会電子債権法部会委員。 

現在、第二東京弁護士会綱紀委員会委員、東京簡易裁判所民事調停委員、法

制審議会民法（債権関係）部会委員など。 

丹野 美絵子 
（たんの みえこ） 

全国消費生活相談員協会理事長 

平成２年 東京都消費生活総合センター消費生活相談員。 

平成２３年６月から現職。 

現在、金融審議会「保険商品・サービスの提供等の在り方に関するワーキング・グ

ループ」メンバー、 

国民生活センター「紛争解決委員会」委員など。 

筒井 健夫 
（つつい たけお） 

法務省大臣官房参事官 

平成３年４月 大阪地裁判事補。その後、名古屋家庭裁判所岡崎支部判事補、東

京地裁判事補を歴任。 

平成１０年４月 法務省民事局付、平成１７年４月 法務省民事局参事官。 

平成２４年１月から現職。 

現在、法制審議会民法（債権関係）部会幹事として民法改正に係る企画立案等に従事。 

堀井 奈津子 
（ほりい なつこ） 

消費者庁消費者制度課長 

厚生労働省（旧労働省）入省。 

平成２３年７月から現職。 

現在、集団的消費者被害回復のための訴訟制度の設計や、消費者の財産被害に

係る行政手法の検討に加え、消費者契約法、個人情報保護法及び公益通報者保

護法等に係る企画立案等に従事。 
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パネルディスカッション 論点 
 

 

 

 

１． 消費者契約法（実体法部分）の見直しの必要性についての考え 

 

 

 

２． 民法（債権関係）改正と消費者契約法の関係について 

 

 

 

３． 契約締結過程の規律について 

 

 

 

４． 不当条項の見直しについて 
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消費者契約法条文（抜粋） 

 

第一章 総則 

第一条（目的）   

この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかん

がみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契

約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、

事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害するこ

ととなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を

防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができること

とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国

民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。  

 

第二条（定義）   

この法律において「消費者」とは、個人（事業として又は事業のために契約の当

事者となる場合におけるものを除く。）をいう。  

２ この法律（第四十三条第二項第二号を除く。）において「事業者」とは、法人そ

の他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個

人をいう。  

３ この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約

をいう。  

４ この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のた

めにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人

である消費者団体（消費者基本法 （昭和四十三年法律第七十八号）第八条 の消

費者団体をいう。以下同じ。）として第十三条の定めるところにより内閣総理大臣

の認定を受けた者をいう。  

 

第三条（事業者及び消費者の努力）   

事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の

消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとと

もに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深める

ために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提

供するよう努めなければならない。  

２ 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用

し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるも

のとする。  

資料１ 
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第二章 消費者契約 

第一節 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し 

 

第四条（消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し）   

消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に

対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それ

によって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを

取り消すことができる。  

一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が

事実であるとの誤認  

二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来に

おけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来に

おける変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供され

た断定的判断の内容が確実であるとの誤認  

２ 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に

対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益

となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実（当

該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。）を故

意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによっ

て当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消

すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようと

したにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。  

３ 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に

対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の

申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。  

一  当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所

から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しな

いこと。  

二  当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消

費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を

退去させないこと。  

４ 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項

であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を

及ぼすべきものをいう。  

一  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その

他の内容  
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二  物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の

取引条件  

５ 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表

示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。  

 

第五条（媒介の委託を受けた第三者及び代理人） 

前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費

者契約の締結について媒介をすることの委託（以下この項において単に「委託」

という。）をし、当該委託を受けた第三者（その第三者から委託（二以上の段階に

わたる委託を含む。）を受けた者を含む。以下「受託者等」という。）が消費者に

対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。

この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業

者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。  

 

２ 消費者契約の締結に係る消費者の代理人（復代理人（二以上の段階にわたり復代

理人として選任された者を含む。）を含む。以下同じ。）、事業者の代理人及び受託

者等の代理人は、前条第一項から第三項まで（前項において準用する場合を含む。

次条及び第七条において同じ。）の規定の適用については、それぞれ消費者、事業

者及び受託者等とみなす。  

 

第六条（解釈規定）   

第四条第一項から第三項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込

み又はその承諾の意思表示に対する民法 （明治二十九年法律第八十九号）第九十

六条 の規定の適用を妨げるものと解してはならない。  

 

第七条（取消権の行使期間等）   

第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすることができる時

から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の

時から五年を経過したときも、同様とする。  

２ 会社法 （平成十七年法律第八十六号）その他の法律により詐欺又は強迫を理由

として取消しをすることができないものとされている株式若しくは出資の引受け

又は基金の拠出が消費者契約としてされた場合には、当該株式若しくは出資の引

受け又は基金の拠出に係る意思表示については、第四条第一項から第三項まで（第

五条第一項において準用する場合を含む。）の規定によりその取消しをすることが

できない。  
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    第二節 消費者契約の条項の無効  

 

第八条（事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効）    

次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。  

一  事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除

する条項  

二  事業者の債務不履行（当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又

は重大な過失によるものに限る。）により消費者に生じた損害を賠償する責任の

一部を免除する条項  

三  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行

為により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の全部を免除

する条項  

四  消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行

為（当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失による

ものに限る。）により消費者に生じた損害を賠償する民法 の規定による責任の

一部を免除する条項  

五  消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れ

た瑕疵があるとき（当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契

約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。）に、当該瑕疵により

消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項  

２ 前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の

規定は、適用しない。  

一  当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき

に、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補

する責任を負うこととされている場合  

二  当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事

業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の

締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の

目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消

費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物を

もってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととさ

れている場合  

 

第九条 （消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効） 

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効と

する。  
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一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条

項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、

時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事

業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分  

二  当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日

（支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号におい

て同じ。）までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を

定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払を

する日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額か

ら当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十

四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分  

 

第十条（消費者の利益を一方的に害する条項の無効） 

民法 、商法 （明治三十二年法律第四十八号）その他の法律の公の秩序に関しな

い規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加

重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項 に規定する基本原則に反し

て消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。  

 

    第三節 補則  

第十一条（他の法律の適用）    

消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の

効力については、この法律の規定によるほか、民法 及び商法 の規定による。  

２ 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の

効力について民法 及び商法 以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定

めるところによる。 
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消費者契約法の問題となる事例 
公益社団法人 全国消費生活相談員協会 

※ 本協会が適格消費者団体として差止請求を行った事案（Ａ）と、消費者相談から問題を把握している事案（Ｂ）を併記 

  具体例 問題点等 

不実告知 

（4 条 1 項 1 号） 

① 定期預金のために銀行に行き、窓口で、リスクのない元本確保型の投資信託が出

たので、これなら安心と説明され、信用して購入した。しかし満期になったら大

きく元本割れした。私は元本保証だと思っていたが、後からデリバティブが組み

込まれているリスクの大きい投資信託と分かった。銀行ではデリバティブの説明

は一切なく、パンフレットにも記載がない。全額返金してほしい。 (Ｂ) 

② ネットでドロップシッピングの広告を見つけ資料請求したら、担当者から、「キ

ャンペーン期間なので、通常の取扱商品の２倍に品揃えができる。月１５～２０

万円の純益が出る」、「ＳＥＯ対策や顧客へのメルマガで確実に売れる。月収３０

万円は固い。ＨＰ作成等のために８０万円の費用がかかるが、すぐに元が取れ

る。」と言われ契約した。1ヵ月後にホームページを立ち上げたが全く利益はない。

解約し返金してほしい。契約書面は、サイト名での契約となっている。(Ｂ) 

③ 子どもの学資保険に加入する時に、販売員から、親の死亡事故がない場合でも、

途中の祝金と満期金を受け取れば支払う保険料の総額より多いと説明されて契

約した。満期になったら、満期金額が約束より少ない。苦情を言ったら、そんな

説明はしていないと開き直られた。 (Ｂ) 

④ 新築マンションの入居説明会の日に、「管理組合からの依頼で全戸回っている。

入居前にカビ止め施工をしたほうがよい。」と業者が来訪した。仕方なく施工して

もらったが、あとから管理組合云々も全部嘘だった。(Ｂ) 

⑤ サークルの先輩に呼ばれて喫茶店に行ったら、「このＤＶＤを買えば、セミナーに参加で

き人脈も作れる。就職活動を成功させられる。」と言われ、高額なＦＸのＤＶＤを買った。

しかしセミナーはモチベーションをあげるだけのもので役に立たない。解約したい。(Ｂ)

① 元本確保との表示は消費者には元本保証

と同義と認識される。不実告知であると思

われるが、相手方からは、まったく異なる

ものであり、元本割れのリスクを含め説明

義務を尽くしていると反論される。 

② ③ 不実告知の事例は非常に多数あるが、

ほとんどが「言った、言わない」の問題と

なり、消費者側からの立証がきわめて困

難。 

④ ⑤ ともに、実際には契約締結の判断要素

になっているが、動機についてのものとし

て、相手方から取消の対象ではないと主張

される。そのため解決が困難である。 

資料３ 
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  具体例 問題点等 

断定的判断の提

供 

（4 条 1 項 2 号） 

⑥ ネット広告を見て、痩身エステ体験に行った。施術後、このエステコースを受ければ

必ずやせると言われ、信じて契約をしてしまった。しかし施術を受けても、何の効果

もあがらなかった。苦情を言っても、全部受ければ効果があると言われ、我慢してコ

ースの大半を受けたが、全く効果がなかった。必ず効果があると言ったのだから返金

してほしい。(Ｂ) 

⑥ 断定的判断の提供については、財産上の利

得に限定されるとの解釈があり、他の場合

に使いにくい。同種の事例として、エステ、

美容医療等で、「必ずにきびが治る」「将来

しみができない」学習教材や講座による、

「必ず成績が上がる」「簡単にスキルが身

に付き儲かる」、などがある。 

不利益事実の不

告知 

（4 条 2 項） 

⑦ 携帯ショップで、携帯電話が「使い放題」になると言われて料金種類を変更して、通

話料金を気にせず使用したところ、適用は翌月からとわかった。非常に高額な通信料

は払えない。(Ｂ) 

⑧ ネット広告で見つけた業者に、本場アメリカのネイルスクールへの入学とホームステ

イの手配をしてもらった。現地に行ったところ、日本人講師が授業を行い受講者もほ

とんどが日本人。日本でスクールに通うのと何も変わらないので返金してほしい。

(Ｂ) 

⑦⑧とも、利益事実が告知され、それに伴う不

利益事実が告知されていなかったと推定さ

れるが、故意の立証は困難。消費相談の現場

ではこの条項はまったく使っていない。 

退去妨害 

（4 条 3 項 2 号） 

⑨ 勤務先に投資用マンションの勧誘電話が執拗にあり、周囲の目が気になるほどになっ

たので、はっきり断るために勤務先近くの喫茶店で会った。断っても長く話をされ、

とうとう深夜になった。何とか断って帰ろうとしたら、「こんなに長時間説明させて

断るのか。それが社会人のすることか。土下座して謝れ」と怒鳴られた。どうしよう

もなくなり、契約してしまった。(Ｂ) 

⑩ 大学のサークルの先輩がネットワークビジネスをやっていて、仲間がみんな入ってい

たため、ファミレスで勧誘されとても断れなかった。いやいやながら契約をして、そ

の後も一緒に旅行に行ったりして必要のない化粧品を大量に買い、支払い困難となっ

た。(Ｂ) 

⑨ 心理的にも事実上も退去妨害に他ならな

いのに、事業者が、喫茶店やファミリーレ

ストランなどでは退去可能であるとして

退去妨害を認めない事例が多い。 

⑩ 威迫・困惑ないし断れない状況を作出して

契約させる事例も多数ある。状況の濫用に

ついての規定が必要である、 
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  具体例 問題点等 

取消権の行使期

間 

（7条） 

⑪ 数年前に、性格を変えられる、就職活動に役立つ、人脈が作れるなどの勧誘を受け自

己啓発講座を受講した。しかし受講により精神的に傷つき、うつ病となった。最近に

なって少し回復してきた。自己啓発講座の契約を取消して返金してほしい。(Ｂ) 

⑫ 職場への電話勧誘が再三あり、どうしても契約する必要があると言われて、数年間に

亘り次々とビジネス教材や講座の契約を繰り返してきた。最近、こんな契約をする必

要がなかったと気がついた。返金してほしい。（Ｂ） 

⑬ 数年前に、脅迫的な勧誘を受けたため、恐くてどこにも相談できなかったが、友人が

同じようなケースで弁護士に相談して返金してもらったと分かった。今から、私も取

り戻せるだろうか。（Ｂ） 

⑪ ⑫ ⑬ 

困惑から解放されたり、真実でないことに気が

付いても、対処方法が分からず時間が経過す

る、事業者に苦情を言っても拒否されてあきら

めてしまう、心理的な圧迫から困惑から開放さ

れないなどがあり、６ヶ月は短すぎる。事業者

の問題が社会的に取り上げられて初めて、自分

の被害に気が付く場合もあり、５年経過しての

相談もたびたびある。 

事業者の損害賠

償責任を免除す

る条項 

（8 条 1 項） 

⑭ スポーツクラブの会則に「次の各号に該当するとき、会社は、施設の全部または一部

の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原

則として 1カ月前までに会員に対してその旨を告知します。但しこれにより会員の会

費支払い義務が軽減されたり免除されたりすることはありません」との条項があり、

その 2号に「施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき」の規定があっ

た。（Ａ） 

⑭ 不当条項の差止請求（裁判外）したところ、

相手方は、条項本文に「この場合、当該閉

鎖や休業の原因、理由、期間などにより、

法令の定めまたは会社が認める場合を除

き、会員の会費支払義務が減免されたり免

除されることはありません」との部分を追

記した。消費者から見て理解しやすいと評

価できない。 

消費者が支払う

違約金等の額を

過大に設定する

条項 

（9 条 1 号） 

⑮ 相談無料の広告を見て美容外科に行った。カウンセリングで勧められ、豊胸手術の申

込みをした。翌日やっぱり高額なのでやめると言ったら、すでに規約で定めている 2

週間前を過ぎているので、手術代金の 50％を支払うように言われた。とても支払え

ない。(Ａ) 

 

 

 

⑮ 相手方の規約では、「手術予定日 2週間前

から前々日までの変更・キャンセルは、手術

代金の 50％、手術予定日前日の手術の変更・

キャンセルは手術代金の 80％、手術当日の

変更・キャンセルについては手術代金の全額

をキャンセル料としてお支払いいただきま

す」となっていた。 
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  具体例 問題点等 

⑯ 大手スポーツジムの会費を月払いではなく、少し割安になる 1年分一括前払いで支払

っていた。引っ越しをするので通えなくなるので解約を申し出したら、一切返金しな

いという。残っている分を返金するべきだ。⑭と同じ事例（Ａ)  

 

⑰ 結婚式場の下見に行ったら、とりあえず日程を決めてほしいと言われ、日程だけ決め

契約書に署名し 10 万円を支払った。翌日キャンセルを連絡したら、キャンセルはで

きるが、規約により申込金は返金できないと言われた。（Ａ） 

 

⑱ 夫の浮気の調査を調査会社に頼んだが、料金が高額なので、その日に思いなおしてや

めると連絡したが、調査開始後なので全額支払うようにと言われた。まだ何もしてい

ないはずなのに納得できない。（Ａ） 

・不当条項として使用停止の申し入れ（裁判外）

を行った。相手方はそれを受けて、「手術予

定日の 2週間以降の変更・キャンセルは実費

相当額をいただきます」と規約変更し、ただ

しそれは平均的損害を超えないものとする

趣旨であると回答した。 

・当方から、手術類型とそれによる平均的損害

を事前に消費者に明瞭に示すように指摘し

たが、相手方から「個々の手術により多種多

様であり平均的損害について、予め明示する

ことは不可能であって、手術予約の段階では

実費相当額と表現するしかない」と回答され

ている。 

・これでは、キャンセル料の不当性を指摘する

と、キャンセル料が「平均的損害を超えない

実費相当額」と是正されることになる。明ら

かに明瞭性を欠き消費者の利益を侵害して

いるものになる。平均的損害概念は事実上、

事業者の隠れ蓑になっている。 

⑯ 相手方の会則に「一旦納入した諸費用は原

則として返還しません」とあり諸費用は事実

上会費を指していた。 

・差止請求により相手方は「一旦納入された諸

費用は法令の定めまたは会社が認める場合

59



 

  具体例 問題点等 

を除き返還できません」と改訂した。これで

は消費者に会費が返還されることが認識で

きない。 

⑰ 相手方は、差止請求を受け、「270～91 日

前は、実費＋（サービス料を除く最新見積書

の金額－実費）×５％（但し上限を 10 万円

とし申込金 10 万円を充当する）、3～前日は、

実費＋（サービス料を除く最新見積書の金額

－実費）×90％とし、見積額未定の場合の規

定は削除」と規約を改訂した。 

⑱ 相手方は、差止請求を受け、「前項による

解除がなされた場合、甲は乙に対し、乙の処

理の程度に応じて、調査料金を支払うものと

します。ただしその解除が乙の責めに帰すべ

き事由に基づく場合にはこの限りではあり

ません」とした。 

消費者の利益を

一方的に害する

条項 

（10 条） 

⑲ 有料老人ホームに入居後に他の住人とトラブルがあり、7か月後に退去したら、支払

った入居一時金（夫婦合わせて約 3500 万円）の 30％を初期償却金としてまず控除さ

れ、それから 7カ月分の家賃を引かれて返金されるという。確かに規約に書かれてい

るが初期償却金が高すぎる。（Ａ） 

⑲ 相手方の規約には「契約が解除された場合

は入居一時金から初期償却（非返還対象分）

を差引いて返還する。初期償却は通常価格で

は 15％であり、年齢割引プランでは 30％と

設定している」となっていた。 

・差止請求（裁判外）により、相手方から「通

常価格では初期償却を行わない。年令割引価

格の場合は 5％と設定する」と改訂した。 
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  具体例 問題点等 

・老人福祉法が改正され前払い金から権利金そ

の他金品を受領することができなくなった

と解される。 

・10 条においては、包括規定であるためか、

条文が消費者の理解を越えて難解で、「内容

が理解できない」との多数の声がある。消費

者契約法は消費者に理解される平易な分か

りやすい条文にするべきである。 

消費者契約に係

る広告等に関す

る規制 

⑳ ミクシー等のＳＮＳをきっかけに友人になった。そこからネットワークビジネスを儲

かるからと勧められ、購入したが儲からない。（Ｂ）   

㉑ 折込チラシや雑誌広告を見て健康食品や化粧品の効能効果を信じて購入したが、全く

効果がなかった。（Ｂ） 

⑳ ㉑ 同様の事例が多数ある。ネット広告や

チラシ、冊子広告などは勧誘ではないとされ

ているため、法適用は困難。なお特商法の通

信販売取引の規制は表示義務。主務大臣は合

理的な根拠を示す資料の提出を求めること

ができるが、消費生活相談では困難。広告と

勧誘の区別をなくすべき。 

消費者性・事業

者性の明確化区

分について（消

費者契約性） 

㉒ 定年退職後の仕事として、無認可保育園の経営のフランチャイズ契約を結んだ。業者

は、保育園の施設の賃貸契約、保育士の募集、園児の募集、経営指導等をしてくれる

という。そのための費用として２５０万円を払った。しかし、施設の広さと募集する

園児の数のバランスから、狭すぎるなど話が違うので、解約したい。（Ｂ） 

㉓ ネットにモデルの求人募集があった。応募したら面接に呼ばれ合格となったが、「仕事を

するためにはレッスンを受けること。レッスン費用は 40万円だがあなたは 20万円にす

る。レッスンを受けている間にも仕事があるのですぐに元が取れる」と言われ、モデル

所属契約とレッスン受講契約をした。仕事の紹介はなく収入がない。返金してほしい。

個人が報酬を得る目的の契約、または零細個

人企業に類する場合の契約に関する紛争で

は、消費者契約法の適用対象外になるが、法

の本来の趣旨から言えば、相手方との交渉力

等の格差は厳然としてあり、単純な個人対事

業者の契約となんら変わるところがなく、事

業者相談は充実していない。零細事業者まで

も包含する法とするべき。 

 

61



 

  具体例 問題点等 

適合性原則に関

する規制 

㉔ 66 歳の身体障害者。自宅でヘルパーに頼る生活をしている。過去に電話勧誘でオプ

ション取引をしてしまった。その被害を回復してあげると電話がかかり、700 万円の

詐欺被害にあった。さらにそれを取り戻してあげると訪問した調査会社と 50 万円の

契約をした。 

高齢者、若者、障害者などに対する執拗・強

引な販売が行われ、紛争が非常に多数生じて

いる。適合性原則を消費者契約法に導入すれ

ば、消費者被害の未然防止・拡大防止に有益。 

説明義務違反に

関する規制. 

不招請勧誘に関

する規制 

 

㉕ 古い着物がないかと電話がかかりあると返事をしたので、業者が自宅にやって来た。

古着ではなく指輪やネックレスがないかと強く言ったので怖くなり数点見せたら、全

部で 1万円で買い取ると言われ領収書にサインさせられた。買った値段は数十万円だ

った許せないが、自宅を知られているので不安。 

㉖ 一人暮らしの母が、数年前から訳の分からないファンドを多数契約し、絵画や布団も

契約しているらしい。契約書のないものも多いが、事業者が押しかけてこないように

できないだろうか。 

・貴金属の押し買いは特定商取引法改正によっ

て不招請勧誘規制導入された。 

・消費者相談では高齢者、主婦、知的障害者な

どが被害に遭うことが非常に多い。適合性原

則で保護しようとしても、契約時点で実際に

判断不十分であったかの立証は必ずしも容

易ではない。一定の客観要件を設けて、不招

請勧誘規制を導入することが被害未然防止

に大変大きく寄与する。 
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